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告         示 

 

兵庫県告示第１号 

 建設業法（昭和24年法律第100号）第12条の規定による廃業等の届出があったので、同法第29条第１項の規定

に基づき、次の建設業者の許可を取り消した。 

   平成27年１月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

商号又は名称及び 

代表者氏名 
主たる営業所の所在地 許可番号 

取り消した建設業 処分の原因と 

なった事実 
取消年月日 

区分 種      類 

㈱リケン工業 

㈹安達 寛 

神戸市東灘区魚崎南町

３―２―20 

般－23 

第107839号 

一般 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部廃業） 

平成26年７月31日 

㈲柏原電気工業 

㈹柏原 宏二 

同 市中央区割塚通４

―２―10―803 

般－25 

第114193号 

一般 電気工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年10月27日 

㈱魁建設工業 

㈹瓦田 良人 

同 市兵庫区佐比江町

33―１ 

般－25 

第111638号 

一般 防水工事業、内装仕上

工事業、建具工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

平成25年12月31日 
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大正建設㈱ 

㈹木下 勇 

同 市同 区松原通４

―４―28 

般－23 

第111467号 

一般 土木工事業、大工工事

業、とび・土工工事業、

石工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、鋼構

造物工事業、ほ装工事

業、しゆんせつ工事

業、内装仕上工事業、

水道施設工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

平成26年10月７日 

㈱ラック 

㈹髙島 卓司 

同 市北区山田町小部

字東山１―100 

般－21 

第103836号 

一般 建築工事業、大工工事

業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

平成25年８月29日 

平岡設備 

㈹平岡 秀和 

同 市同区鈴蘭台北町

８―３―９ 

般－24 

第116220号 

一般 管工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

平成26年10月20日 

㈱ケイエスエス 

㈹吉見 孝太 

同 市西区見津が丘２

―１―３ 

特－21 

第115534号 

特定 建築工事業、とび・土

工工事業、管工事業、

鋼構造物工事業、板金

工事業、機械器具設置

工事業 

建設業の廃止

（全部廃業） 

 同 年９月17日 

里見興業 

㈹里見 圭介 

同 市同区池上２―33

―１―Ｂ 

般－21 

第115597号 

一般 ほ装工事業 建設業の廃止

（全部廃業） 

  同  月30日 

㈱ワイエス創建 

㈹櫻木 茂起 

同 市同区伊川谷町有

瀬704―415 

般－22 

第114710号 

一般 左官工事業、鉄筋工事

業、板金工事業、ガラ

ス工事業、防水工事

業、熱絶縁工事業、建

具工事業 

建設業の廃止

（一部廃業） 

平成26年10月24日 

㈱エクボ 

㈹久保 弘次 

尼崎市南武庫之荘２―

24―32―515 

般－23 

第217440号 

一般 とび・土工工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年９月30日 

㈱都城建設 

㈹山下 英樹 

同 市三反田町２―20

―19 

般－22 

第210689号 

一般 建築工事業、大工工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年10月２日 

㈱山下建設 

㈹山下 英樹 

同 市三反田町２―20

―18 

般－24 

第202902号 

一般 土木工事業、建築工事

業、大工工事業、と

び・土工工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

同 

建 

㈹野本 則 

同 市水堂町２―16―

18―101 

般－21 

第218033号 

一般 土木工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成26年10月８日 

中谷建装 

㈹中谷 英嗣 

西宮市深谷町11―６ 般－22 

第218084号 

一般 塗装工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年８月31日 

㈱ミズタ建設 

㈹吉井 カズ子 

西宮市上ヶ原七番町１

―３―302 

般－22 

第211766号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事

業、水道施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年９月17日 

㈱豊岡建設 

㈹片岡 宏孝 

伊丹市瑞穂町３―36―

１ 

特－23 

第209954号 

特定 建築工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成25年５月31日 

大阪マイクロダク

ト㈱ 

㈹冨田 亮 

同 市口酒井２―８―

２ 

般－25 

第206874号 

一般 板金工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成26年10月１日 

㈱エクセレントホ

ーム 

㈹山里 薫 

同 市瑞ケ丘３―14―

４ 

般－25 

第302397号 

一般 建築工事業、内装仕上

工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月９日 

下坂造園土木 

㈹下坂 政男 

宝塚市南ひばりガ丘１

―24―16 

般－23 

第200092号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、造園工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成26年９月17日 

東宝建設㈱ 

㈹松浦 光雄 

同 市伊孑志４―６―

８ 

般－23 

第301065号 

一般 石工事業、鋼構造物工

事業、ほ装工事業、し

ゆんせつ工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年10月１日 

㈱クリーンフュー

チャーウエダ 

㈹上田 茂光 

川西市小花１―15―９ 般－24 

第301799号 

一般 土木工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年７月21日 
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㈱シンコー 

㈹西住 崇 

同 市小花２―８―２ 般－24 

第302335号 

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年８月31日 

百山電気工事 

㈹百山 正義 

同 市小花２―25―１ 般－21 

第302027号 

一般 電気工事業、消防施設

工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年10月10日 

カサネ建設 

㈹重 宏昌 

明石市松江52―６ 般－22 

第403708号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事

業、しゆんせつ工事

業、造園工事業、水道

施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年８月31日 

㈱トーゴー 

㈹後藤 道明 

同 市松が丘３―４―

11 

般－26 

第405913号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、石工事業、

ほ装工事業、しゆんせ

つ工事業、塗装工事

業、水道施設工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年10月１日 

ワタナベ商店 

㈹ 井 信人 

加古川市東神吉町天下

原331 

般－25 

第407312号 

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年９月30日 

大貴工務店㈲ 

㈹川上 忠光 

同  市平岡町新在家

１―258―11 

般－21 

第404698号 

一般 大工工事業、屋根工事

業、タイル・れんが・

ブロツク工事業、内装

仕上工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

同 

井上組 

㈹井上 京子 

同  市別府町新野辺

北町４―８ 

般－22 

第404267号 

一般 大工工事業、とび・土

工工事業、タイル・れ

んが・ブロツク工事

業、鋼構造物工事業、

鉄筋工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成26年10月２日 

幸工業㈱ 

㈹宮嶋 一成 

高砂市米田町米田528

―４ 

般－24 

第405076号 

一般 鋼構造物工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年７月31日 

㈲スミタ建工 

㈹炭多 弘明 

同 市松陽３―14―５ 般－23 

第405156号 

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年９月25日 

津田塗装 

㈹津田 靖彦 

姫路市網干区田井223 般－24 

第459666号 

一般 塗装工事業、防水工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成24年８月１日 

都出建築 

㈹都出 吉幸 

同 市花田町上原田

349―２ 

般－23 

第458592号 

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成26年３月31日 

新井建設㈱ 

㈹新井 辰雄 

同 市勝原区宮田640

―２ 

般－22 

第460140号 

一般 建築工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年６月30日 

㈱こにし 

㈹小西 弘一 

同 市白浜町丙450―

８ 

般－22 

第458178号 

一般 土木工事業、建築工事

業、とび・土工工事業、

ほ装工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

 同 年８月31日 

㈱ホソノテック 

㈹細野 公利 

同 市林田町六九谷

966―１ 

般、特－22 

第458336号 

一般 建築工事業、管工事

業、造園工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

 同 年10月１日 

㈱ゼット工業 

㈹井垣 めぐみ 

同 市城北新町２―１

―３ 

般－22 

第460825号 

一般 塗装工事業、防水工事

業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月７日 

今村建設 

㈹今村 一夫 

同 市飾磨区英賀西町

１―５ 

般－23 

第459457号 

一般 土木工事業、とび・土

工工事業、ほ装工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

同  月22日 

播州興産㈱ 

㈹坂本 壽一 

神崎郡福崎町南田原

2183―３ 

般、特－23 

第460214号 

一般 

特定 

土木工事業、建築工事

業、管工事業、ほ装工

事業、造園工事業、水

道施設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

平成26年９月30日 

ハリマ工業 

㈹田中 政則 

たつの市龍野町片山

312―３ 

般－23 

第503019号 

一般 管工事業 建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月２日 

㈾中村組 

㈹中村 曉 

美方郡香美町香住区香

住133―１ 

般－22、24、

26 

特－22 

第700251号 

特定 建築工事業、大工工事

業、左官工事業、屋根

工事業、タイル・れん

が・ブロツク工事業、

鉄筋工事業、板金工事

業、ガラス工事業、防

水工事業、内装仕上工

事業、熱絶縁工事業、

建具工事業 

建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月20日 
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兵庫県告示第２号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、尼崎市から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成27年１月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成26年９月19日から同年12月８日まで 

３ 作業地域 

尼崎市稲葉元町２丁目 

 

兵庫県告示第３号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成27年１月６日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成27年１月６日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成27年１月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

中 寺 北 条 線 

姫路市船津町宇池跡2082番１から 

同 市船津町宇池跡2082番１まで 

旧 
6.0から 

11.0まで 
26.0 

 

新 
7.0から 

11.0まで 
26.0 

 

 

兵庫県告示第４号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

   平成27年１月６日 

北村幸雄工務店 

㈹北村 幸雄 

同 郡同 町香住区余

部1703 

般－23 

第700533号 

一般 建築工事業、大工工事

業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月21日 

㈲野村建設 

㈹野村 六合司 

同 郡同 町村岡区川

会132―６ 

般－24 

第700439号 

一般 管工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

平成26年10月14日 

クミアイ電化㈱ 

㈹中舎 博文 

洲本市五色町鮎原南谷

351―１ 

般－23 

第801609号 

一般 土木工事業、電気工事

業、管工事業、水道施

設工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月10日 

㈱ゆづるば建設 

㈹北川 安志 

南あわじ市市円行寺

517―20 

特－23 

第800584号 

特定 土木工事業、とび・土

工工事業、石工事業、

ほ装工事業、水道施設

工事業 

建設業の廃止 

（全部廃業） 

  同  月７日 

㈱滝本 

㈹滝本 太一郎 

同   市市小井137 般－22、24 

特－22 

第800322号 

一般 機械器具設置工事業 建設業の廃止 

（一部廃業） 

  同  月８日 
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                                                    兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 都市計画の種類及び名称 

東播都市計画道路 

    3.4.301号本町片山線 

  3.4.304号垂井敷地線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

 ［3.4.301号本町片山線］  

 小野市本町字アブノ、字中町及び字浦町並びに西本町字西本町並びに片山町字長サノ坪、字大新田及び字

東屋敷並びに大島町字池ノ尻 

 ［3.4.304号垂井敷地線］ 

  小野市垂井町字道ノ東、字前垣内及び字坂ノ下並びに神明町字大年前及び字大道端並びに本町一丁目並び 

に東本町並びに本町字アブノ並びに上本町字原野中及び字上町並びに王子町字大池、字越水、字上野、字通

り池及び字太郎右兵門池並びに敷地町字ナカヲ、字宮林、字ウチダ及び字クロフカ 

 

兵庫県告示第５号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

   平成27年１月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 都市計画の種類及び名称 

東播都市計画道路 

    3.4.346号中北条線 

  3.5.343号豊富北条線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

 ［3.4.346号中北条線］ 

  加西市玉丘町字北山、字芳ヶ端及び字逆並びに北条町古坂６丁目 

 ［3.5.343号豊富北条線］ 

  加西市北条町北条字馬橋、字曽根、字笠屋、字馬場先、字御幸町、字江ノ木及び字岡西 

 

兵庫県告示第６号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

   平成27年１月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 都市計画の種類及び名称 

東播都市計画道路 

    3.4.402号市場西脇線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

加東市下滝野字林之元、字石子田及び字四ツ辻並びに河高字焼山、字藤井、字高ドエ、字於山及び字落久 

 後 

 

兵庫県告示第７号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４号の規定により、次のとおり道路を指定した。 

 その関係図書は、中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１課において縦覧に供する。 

  平成27年１月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ26中播予定

0004号 
26.12.15 

赤穂市有年原字西クルミ125番、125番１、126

番、127番、127番１、127番６から127番８ま

で、128番から131番まで、132番１、132番２、

133番、134番、135番２、135番４、144番、144

番１、144番３、144番４の各一部、125番地先

水路 

同 市有年原字向イ191番９の一部 

同 市有年横尾字平田422番４、456番１、456

番２、457番１から457番４、457番７、458番

１、458番５、458番７の各一部、422番４地先

水路 

同 市有年横尾字堂ノ元615番１、615番６、

615番７、618番２の各一部 

8.00 

6.00 

5.00 

4.00 

132.00 

90.00 

101.00 

98.00 

 

 

兵庫県告示第８号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成27年１月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ26淡路位置

0006号 
26.12.15 

南あわじ市湊字かゞ里や632番８の一部、632

番９の一部、632番10の一部、632番18 
6.30 37.63 

 

 

兵庫県告示第９号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

平成27年１月６日 

東播磨県民局長 真 木 高 司  

１ 重要調整池の所在地 

 明石市大久保町大窪3007番地先 

２ 重要調整池の所有者等の名称及び住所並びに代表者の氏名 

 (1) 所有者の名称 

宗教法人光華会 

 (2) 住所（主たる事務所の所在地） 

   明石市大久保町大窪2597番地 

 (3) 代表者の氏名 

   木 村 八榮子 
 

公 告 

 

   寄附者の顕彰 
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 兵庫県等への寄附に係る顕彰実施要綱に基づき、次の者を顕彰した。 

  平成27年１月６日 

                          兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 氏名及び住所 

林   克 己 

２ 功績内容 

  兵庫県政の推進のため、私財を寄附し功績顕著である。 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成27年１月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  たつの市龍野町堂本字塚ケ坪133番の一部、133番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

姫路市青山北二丁目33番12号 

株式会社中筋鉄建 代表取締役 中 筋 富美男 

３ 許可年月日及び許可番号 

平成26年 12月４日 

兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－42－２号（25たつの） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成27年１月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  （第２工区） 

洲本市物部１丁目559番１、560番、572番２の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  徳島市徳島町２丁目54番地 

医療法人いちえ会 理事長 伊 月 豊 度 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成26年11月５日 

  兵庫県指令淡路（洲土）（建）第１－４－３号（25洲本） 

 

   落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成27年１月６日 

契約担当者              

丹波県民局長  藤 原   一  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

兵庫県姫路総合庁舎ほか９庁舎で使用する電気 予定数量3,042,254キロワット時／年 

２ 契約に関する事務を担当する県民局の名称及び所在地 

兵庫県丹波県民局 丹波市柏原町柏原688 

３ 落札者を決定した日 

  平成26年12月16日 
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４ 落札者の名称及び住所 

  日本ロジテック協同組合 

  東京都中央区佃一丁目11番8号 

５ 落札金額 

  59,071,824円（税抜） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成26年10月24日 
 

企 業 庁 公 告 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                        

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所長 妻 鹿 隆 夫  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所多田浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 14,896,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

川西市多田院字巌険６―３ 多田浄水場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 
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〒666-0126 川西市多田院字巌険６―３ 

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所 

電話（072）799－2071 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午前10時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 
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(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 
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前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Takao Mega，Director of Inagawa Waterworks Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Inagawa Waterworks Office (Tada Water Purification Plant) 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Inagawa Waterworks Office (Tada Water Purification Plant) 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

10:00 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                        

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所長 妻 鹿 隆 夫  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所向陽台中継ポンプ場で使用する電気 

予定使用電力量 1,177,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

川西市向陽台３―６―213 向陽台中継ポンプ場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 



平成27年１月６日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2659 号 

12 

(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（水）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒666-0126 川西市多田院字巌険６―３ 

兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所 

電話（072）799－2071 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午前10時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保



平成27年１月６日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2659 号 

13 

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 
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(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                       

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所長 古 髙 利 彦  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所三田浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 8,522,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

三田市西野上字上通り152番地 三田浄水場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 
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〒669-1314 三田市西野上字上通り152番地 

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 

電話（079）567－1663 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午前11時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 
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(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 
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前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Toshihiko Kotaka，Director of Hokusetsu Waterworks Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Hokusetsu Waterworks Office (Sanda Water Purification Plant) 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Hokusetsu Waterworks Office (Sanda Water Purification Plant) 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

11:00 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                       

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所長 古 髙 利 彦  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所神戸加圧ポンプ所で使用する電気 

予定使用電力量 260,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

三田市あかしあ台２丁目１―３ 神戸加圧ポンプ所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 
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(6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒669-1314 三田市西野上字上通り152番地 

兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 

電話（079）567－1663 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午前11時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保
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証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 
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(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                      

兵庫県企業庁東播磨利水事務所長 荒 木 圭 祐  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所神出浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 5,646,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

神戸市西区神出町田井３―１ 神出浄水場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 
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〒651-2313 神戸市西区神出町田井３―１ 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所 

電話（078）965－2050 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後１時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 
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(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 
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前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Keisuke Araki，Director of Higashi-Harima Water Utilization Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Higashi-Harima Water Utilization Office (Kande Water Purification Plant) 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Higashi-Harima Water Utilization Office (Kande Water Purification Plant) 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

13:00 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                      

兵庫県企業庁東播磨利水事務所長 荒 木 圭 祐  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所五百蔵加圧ポンプ所で使用する電気 

予定使用電力量 732,800キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

神戸市西区神出町五百蔵 五百蔵加圧ポンプ所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 
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(6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒651-2313 神戸市西区神出町田井３―１ 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所 

電話（078）965－2050 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後１時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保
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証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 
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(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                      

兵庫県企業庁東播磨利水事務所長 荒 木 圭 祐  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所加古川工業用水道管理所で使用する電気 

予定使用電力量 4,528,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

加古川市平荘町養老656 加古川工業用水道管理所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 
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〒651-2313 神戸市西区神出町田井３―１ 

兵庫県企業庁東播磨利水事務所 

電話（078）965－2050 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後２時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 
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(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 
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前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Keisuke Araki，Director of Higashi-Harima Water Utilization Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Kakogawa River Industrial Waterworks Office 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Kakogawa River Industrial Waterworks Office 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

14:00 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                     

兵庫県企業庁姫路利水事務所長 丸 岡   剛  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁姫路利水事務所船津浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 13,227,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

姫路市船津町字平田4552―１ 船津浄水場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 
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(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒679-2101 姫路市船津町字平田4552―１ 

兵庫県企業庁姫路利水事務所 

電話（079）232－5881 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後２時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保
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証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 
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(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Tsuyoshi Maruoka，Director of Himeji Water Utilization Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Himeji Water Utilization Office (Funatsu Water Purification Plant) 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Himeji Water Utilization Office (Funatsu Water Purification Plant) 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

14:30 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                     

兵庫県企業庁姫路利水事務所長 丸 岡   剛  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁姫路利水事務所別府加圧ポンプ所で使用する電気 

予定使用電力量 890,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

加西市別府町字明神山 別府加圧ポンプ所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 
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(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒679-2101 姫路市船津町字平田4552―１ 

兵庫県企業庁姫路利水事務所 

電話（079）232－5881 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後３時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 
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  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 
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ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                     

兵庫県企業庁姫路利水事務所長 丸 岡   剛  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁姫路利水事務所揖保川工業用水道管理所で使用する電気 

予定使用電力量 1,881,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

姫路市余部区上川原字久保156―１ 揖保川工業用水道管理所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 
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(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒679-2101 姫路市船津町字平田4552―１ 

兵庫県企業庁姫路利水事務所 

電話（079）232－5881 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後３時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保
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証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 
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(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Tsuyoshi Maruoka，Director of Himeji Water Utilization Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Ibo River Industrial Waterworks Office 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Ibo River Industrial Waterworks Office 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

15:00 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                     

兵庫県企業庁姫路利水事務所長 丸 岡   剛  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁姫路利水事務所市川工業用水道管理所で使用する電気 

予定使用電力量 3,464,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 

平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

姫路市飾磨区妻鹿字甲の甲ヶ山394―13 市川工業用水道管理所 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 
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(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

(6)  「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒679-2101 姫路市船津町字平田4552―１ 

兵庫県企業庁姫路利水事務所 

電話（079）232－5881 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後４時00分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 

(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 
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  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 
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ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)   落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

(4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 

８  Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity:  

Tsuyoshi Maruoka，Director of Himeji Water Utilization Office，Public Enterprises Agency，  

Hyogo Prefectural Government 

(2) Nature of the products to be purchased:  

Electricity to be used in Ichikawa River Industrial Waterworks Office 

(3) Delivery period: From April 1, 2015 to March 31, 2016 

(4) Delivery place:  

Ichikawa River Industrial Waterworks Office 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 January 20, 2015 

(6) Deadline for tender: 

15:30 February 16, 2015 by direct delivery 

17:00 February 13, 2015 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice:  

Mr.Tada, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

Tel (078)341-7711 extension 5438 

 

入札公告 

次のとおり一般競争入札に付す。 

平成27年１月６日 

契約担当者                     

兵庫県企業庁姫路利水事務所長 丸 岡   剛  

１ 調達内容 

(1) 購入する物品等の名称及び数量 

兵庫県企業庁姫路利水事務所揖保川第２ポンプ場で使用する電気 

予定使用電力量 152,000キロワット時 

(2) 調達案件の仕様等 

契約担当者が仕様書等で指定するところによる。 

(3) 履行期間 
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平成27年４月１日（水）から平成28年３月31日（木）まで 

(4) 履行場所 

姫路市余部区上余部字北口199―３ 揖保川第２ポンプ場 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び開札日において、県の指名停止基

準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づく特定規模電気事業者の届出を行っているものであること。 

 (6) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針（以下「方針」という。）」に基づき、環境に配慮した電力調達

契約を締結するため、方針第５条に基づく環境評価を行い、その評価合計が70点以上となる電気事業者で

あること。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  電気供給契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

(1) 閲覧期間 

平成27年１月６日（火）から同年２月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所 

〒679-2101 姫路市船津町字平田4552―１ 

兵庫県企業庁姫路利水事務所 

電話（079）232－5881 

４ 入札説明書及び誓約書の交付 

(1) 交付期間 

平成27年１月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 交付場所 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 多田 

電話（078）341－7711 内線5438 

５ 入札参加の手続 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書及び入札参加資格確認資料（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参又は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成27年１月７日（水）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記４(2)に同じ。 

６ 入札手続等 

(1) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成27年２月16日（月）午後４時30分から 

場所 兵庫県庁西館 ５階会議室 （神戸市中央区下山手通５丁目10番１号） 
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(2) 入札の方法 

上記(1)の入札、開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成27年２月13日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

(3) 入札保証金 

契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額。以下同じ。）の100分の５以上の

額の入札保証金を平成27年２月12日（木）午後５時までに納入しなければならない。ただし、次に掲げる

場合は、入札保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保

証金に代えて提出した場合。 

  入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は無効となるの

で注意すること。 

イ 過去２年間に国（公社、公団を含む。以下同じ。）、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公

共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績のある者であって、この契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(4) 契約保証金 

契約希望金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 

ア 保険会社との間に県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保

証金に代えて提出した場合。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体その他公営企業管理者が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績のある者であって、

この契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 

(5) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した電気の供給を実施できること

を証明する書類を添付して、平成27年１月20日（火）午後５時までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(6) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金が所定の日時までに納付（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成27年４月１日（水））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

なお、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる

調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となることにより効力を生じる。」旨が付記されてい

ること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備したものであること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
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に違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(7) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

  ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(8) 落札者の決定方法 

ア 企業庁会計規程（昭和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とし

ないことがある。 

イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(9) 契約書の作成の要否 

要 

７ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

 (3) 詳細は入札説明書による。 

 (4) 問合せ先 

前記３(2)又は４(2)に同じ。 
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